
れI問

。/ρ
令
和
七
年
度
入
学
者
選
抜
試
験
問
題

(
教
育
文
化
学
部
・
地
域
文
化
学
科
)

、、
E

・E・-，，
 

吾~恥
日間

後

期

日

程

文

注

意

事

項
試
験
開
始
の
合
図
が
あ
る
ま
で
、
こ
の
問
題
冊
子
の
中
を
見
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

こ
の
問
題
冊
子
は
、
四
ペ
ー
ジ
あ
り
ま
す
。
解
答
用
紙
は
一
枚
あ
り
ま
す
。
問
題
は
三
題
あ
り
ま
す
。
三
題
す
べ
て
に
解
答
し
な
さ
い
。

試
験
中
に
問
題
冊
子
の
印
刷
不
鮮
明
、
ペ
ー
ジ
の
乱
丁
・
落
丁
お
よ
び
解
答
用
紙
の
汚
れ
等
に
気
付
い
た
場
合
は
、
手
を
挙
げ
て
監
督
者
に
知
ら
せ
な
さ
い
。

監
督
者
の
指
示
に
従
っ
て
、
解
答
用
紙
に
受
験
番
号
を
-
記
入
し
な
さ
い
。

四

解
答
は
、
解
答
用
紙
の
該
当
欄
に
-
記
入
し
な
さ
い
。

五

配
付
さ
れ
た
解
答
用
紙
は
、
持
ち
帰
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

ームー
ノ¥

試
験
終
了
後
、
問
題
冊
子
は
持
ち
帰
り
な
さ
い
。



次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
設
問
に
答
え
な
さ
い
。

一
九
一
七
年
四
月
二
日
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
ウ
ッ
ド
ロ
!
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
連
邦
議
会
の
上
下
両
院
の
合
同
会
議
に
出
席
し
て
い
た
。
目
的
は
、
第
一
次
世
界
大

戦
に
協
商
国
側
で
参
戦
す
る
べ
く
、
ド
イ
ツ
へ
の
宣
戦
布
告
を
議
会
に
提
案
す
る
た
め
で
あ
る
。

そ
れ
ま
で
、
ア
メ
リ
カ
は
孤
立
主
義
の
国
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
、
ア
メ
リ
カ
の
兵
士
た
ち
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
戦
争
で
血
を
流
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ
の
理
由

を
説
明
す
る
上
で
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。
ア
メ
リ
カ
は
、
民
主
主
義
の
国
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
な
権
威
主
義
体
制
と
は
共
存
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
だ
か
ら
、
武
力
を
行
使
し
て
で
も
、
そ
の
脅
威
を
取
り
除
き
、
皇
帝
ウ
イ
ル
ヘ
ル
ム
二
世
の
支
配
か
ら
ド
イ
ツ
国
民
を
解
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
世
界

は
、
民
主
主
義
に
と
っ
て
安
全
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
九
四
月
六
日
、
上
下
両
院
の
決
議
を
受
け
て
、
ア
メ
リ
カ
は
ド
イ
ツ
に
宣
戦
を
布
告
し
た
。
翌
一
九
一

八
年
春
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
西
部
戦
線
に
ア
メ
リ
カ
軍
が
到
着
す
る
と
、
戦
局
は
一
気
に
協
商
国
側
に
有
利
に
傾
き
、
一
一
月
に
は
ド
イ
ツ
の
降
伏
で
戦
争
が
終
わ
っ
た
。

こ
の
連
邦
議
会
で
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
ス
ピ
ー
チ
は
、
彼
の
理
想
主
義
者
と
し
て
の
側
面
を
描
く
も
の
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
ス
ピ
ー

チ
に
登
場
す
る
「
民
主
主
義
」
と
い
う
言
葉
が
何
を
意
味
す
る
の
か
を
考
え
て
み
る
と
、
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
れ
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
言
う
民
主
主
義
に
、
女
性

が
含
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
九
一
七
年
の
時
点
で
、
ア
メ
リ
カ
で
は
い
ま
だ
連
邦
レ
ベ
ル
の
女
性
参
政
権
が
導
入
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
時
代
、

れ
、
全
米
女
性
参
政
権
協
会

(
N
A
W
S
A
)
を
中
心
と
す
る
女
性
参
政
権
獲
得
運
動
が
か
つ
て
な
い
盛
り
上
が
り
を
見
せ
て
い
た
も
の
の
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
与
党
民

主
党
内
の
保
守
派
の
反
発
を
考
慮
し
て
、
連
邦
レ
ベ
ル
で
の
女
性
参
政
権
の
導
入
に
慎
重
な
姿
勢
を
崩
さ
な
か
っ
た
。
彼
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
参
戦
す
る
と
い
う

重
要
な
案
件
を
控
え
る
中
で
、
議
会
と
事
を
構
え
た
く
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
部
の
州
で
は
女
性
参
政
権
が
導
入
さ

こ
の
局
面
で
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
態
度
に
業
を
煮
や
し
た
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
が
行
動
に
打
っ
て
出
た
。
ア
リ
ス
・
ポ

i
ル
の
率
い
る
全
米
女
性
党

(
N
W
P
)
が、

「
サ
イ
レ
ン
ト
・
セ
ン
テ
イ
ネ
ル
」
と
呼
ば
れ
る
活
動
家
グ
ル
ー
プ
を
組
織
し
、
一
九
一
七
年
一
月
か
ら
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
の
正
面
玄
関
で
抗
議
活
動
を
開
始
し
た
の

で
あ
る
。
活
動
家
た
ち
は
様
々
な
旗
を
掲
げ
て
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
女
性
参
政
権
の
導
入
を
訴
え
た
が
、
ア
メ
リ
カ
が
ド
イ
ツ
に
宣
戦
布
告
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
メ
ッ
セ

ー
ジ
が
書
か
れ
た
旗
も
登
場
し
た
。

ウ
ィ
ル
ソ
ン
皇
帝
陛
下
。
自
己
統
治
の
権
利
を
持
た
な
い
、
哀
れ
な
ド
イ
ツ
国
民
に
示
さ
れ
た
衷
心
を
、
も
う
忘
れ
て
し
ま
わ
れ
た
の
で
す
か
。
ア
メ
リ
カ
の
二
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0
0
0
万
人
の
女
性
た
ち
は
、

い
ま
だ
に
自
己
統
治
の
権
利
を
持
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

抗
議
活
動
が
続
く
中
、
徐
々
に
活
動
家
た
ち
が
逮
捕
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一

O
月
に
は
ポ

l
ル
も
逮
捕
さ
れ
た
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
従
来
の
立
場
を
改
め
、
女
性
参

政
権
の
導
入
に
向
け
て
連
邦
議
会
の
説
得
に
踏
み
切
っ
た
の
は
、
投
獄
さ
れ
た
ポ
!
ル
が
ハ
ン
ガ
ー
・
ス
ト
ラ
イ
キ
を
開
始
し
、
医
師
団
に
よ
る
強
制
摂
食
が
行
わ
れ

た
こ
と
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
結
果
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
議
会
下
院
は
一
九
一
八
年
に
は
女
性
参
政
権
を
認
め
る
憲
法
修
正
案
を
可
決
し
た
が
、
上
院
が
説
得

に
応
じ
た
の
は
戦
後
の
一
九
一
九
年
で
あ
っ
た
。
合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
九
条
が
全
州
の
四
分
の
三
に
当
た
る
三
六
州
の
批
准
に
基
づ
い
て
発
効
し
、
女
性
参
政
権
が

正
式
に
導
入
さ
れ
る
の
は
、

ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
限
ら
ず
、
多
く
の
人
は
、
女
性
参
政
権
が
認
め
ら
れ
る
以
前
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
を
民
主
主
義
の
国
と
呼
ん
で
き
た
。
だ
が
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
の

、

3

、

治
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批
判
に
向
き
合
う
な
ら
ば
、
こ
の
言
葉
遣
し
に
は
注
意
カ
必
要
だ
ろ
う
な
ぜ
、
女
性
が
排
除
さ
れ
た
政
治
体
制
が
、
民
主
主
義
と
呼
ば
れ
て
き
た
の
か
。
よ
り
男
女

平
等
な
政
治
体
制
と
し
て
の
民
主
主
義
は
、
い
か
な
る
体
制
な
の
か
。
(
中
略
)

一
九
二

O
年
で
あ
る
。

ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
を
ド
イ
ツ
の
権
威
主
義
と
対
比
し
て
い
る
こ
と
は
、
民
主
主
義
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
考
え
る
上
で
、
興
味
深
い
論
点
を
提

起
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
当
時
の
ド
イ
ツ
の
政
治
体
制
は
、
い
く
つ
か
の
点
で
ア
メ
リ
カ
と
の
共
通
点
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
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ま
ず
、
ア
メ
リ
カ
で
は
一
九
世
紀
前
半
の
時
点
で
白
人
男
性
に
よ
る
普
通
選
挙
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
ド
イ
ツ
帝
国
も
一
八
七
一
年
の
成
立
当
初
か
ら
、
下
院
に
当

た
る
帝
国
議
会
に
は
男
子
普
通
選
挙
を
導
入
し
て
お
り
、
人
種
に
基
づ
い
て
選
挙
権
を
制
限
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
よ
り
も
有
権
者
の
範
囲
は
広
か
っ
た
。

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
は
早
く
か
ら
複
数
政
党
制
が
発
達
し
、
南
北
戦
争
後
に
は
共
和
党
と
民
主
党
に
よ
る
二
大
政
党
制
が
確
立
し
た
が
、
複
数
政
党
制
は
ド
イ
ツ
で
も

発
達
し
て
お
り
、
反
体
制
派
で
あ
る
は
ず
の
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
は
一
九
一
二
年
の
帝
国
議
会
選
挙
で
約
三
五
%
の
得
票
率
で
第
一
党
と
な
っ
て
い
た
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
と
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
は
民
主
主
義
国
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
が
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
こ
の
問
題
に
対
す
る

回
答
こ
そ
が
、
現
代
の
政
治
学
に
お
け
る
民
主
主
義
の
概
念
の
出
発
点
に
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
考
え
方
で
あ
る
。

【
民
主
主
義
の
最
小
定
義
】

政
治
指
導
者
が
ど
の
よ
う
に
選
抜
さ
れ
る
か
を
定
め
る
政
治
制
度
を
、
政
治
体
制
と
呼
ぶ
。
民
主
主
義
と
は
、
政
治
指
導
者
が
競
争
的
な
選
挙
を
通
じ
て
選



ば
れ
る
政
治
体
制
を
指
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
競
争
的
な
選
挙
が
行
わ
れ
な
い
国
を
、
権
威
主
義
体
制
あ
る
い
は
独
裁
体
制
と
呼
ぶ
。

こ
の
民
主
主
義
の
定
義
は
、

ヨ
l
ゼ
フ
・
シ
ュ
ン
。
へ

l
タ

l
の
『
資
本
主
義
・
社
会
主
義
・
民
主
主
義
』
(
一
九
四
二
年
)
に
お
い
て
定
式
化
さ
れ
、
政
治
学
に
絶

大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
。
民
主
主
義
の
必
要
最
小
限
の
条
件
を
示
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
定
義
は
「
民
主
主
義
の
最
小
定
義
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ

る
。
権
力
者
が
、
選
挙
に
敗
北
し
て
退
場
す
る
可
能
性
が
あ
る
か
ど
う
か
。
あ
る
国
が
民
主
主
義
国
で
あ
る
か
を
判
定
す
る
基
準
は
、
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。
選
挙
を
通

じ
た
政
権
交
代
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
、
結
社
の
自
由
や
言
論
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
国
は
民
主
主
義
国
と
し
て
分
類
さ
れ
る
。

シ
ュ
ン
。
へ

l
タ

l
の
議
論
は
、
民
主
主
義
体
制
を
権
威
主
義
体
制
か
ら
区
別
す
る
上
で
、
非
常
に
使
い
勝
手
が
良
い
。
例
え
ば
、
日
本
の
国
政
選
挙
で
は
ほ
と
ん
ど

常
に
自
民
党
が
勝
つ
も
の
の
、
一
九
九
三
年
や
二

O
O九
年
の
総
選
挙
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
野
党
が
政
権
を
奪
取
す
る
こ
と
も
あ
る
。
台
湾
で
は
国
民
党
と
民
進
党

の
間
で
政
権
交
代
が
繰
り
返
さ
れ
て
お
り
、
韓
国
で
も
保
守
系
と
進
歩
系
の
政
党
の
問
で
周
期
的
に
政
権
交
代
が
起
き
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
中
国
の
中
国
共
産

党
や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
人
民
行
動
党
は
、
政
権
を
掌
握
し
て
以
来
、
一
度
も
野
党
に
転
落
し
た
こ
と
が
な
い
。
こ
の
区
別
に
従
え
ば
、

義
体
制
で
あ
り
、
中
国
と
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
権
威
主
義
体
制
で
あ
る
。

日
本
、
台
湾
、
韓
国
は
民
主
主

こ
の
考
え
方
を
頭
に
入
れ
れ
ば
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
ス
ピ
ー
チ
の
意
味
が
分
か
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
民
主
党
と
共
和
党
の
ど
ち
ら
の
政
党
の
候
補
者
も
大
統
領
に
選
出

さ
れ
う
る
の
に
対
し
て
、

ド
イ
ツ
で
は
帝
国
議
会
選
挙
の
結
果
が
ど
う
な
っ
て
も
、
皇
帝
や
宰
相
が
代
わ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
が
、

ア
メ
リ
カ
を
民
主
主
義
国
、

ド
イ
ツ
を
権
威
主
義
国
に
分
類
す
る
基
準
と
な
る
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
の
民
主
主
義
の
定
義
に
従
う
限
り
、
女
性
が
参
政
権
を
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
そ
の

国
の
政
治
体
制
を
分
類
す
る
上
で
は
関
係
が
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
の
非
難
を
浴
び
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

よ
り
広
い
角
度
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
シ
ュ
ン
。
へ

l
タ

l
の
議
論
は
、
民
主
主
義
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
大
き
く
転
換
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
元
々
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ

で
生
ま
れ
た
民
主
主
義
と
い
う
言
葉
は
、
「
人
民
の
支
配
」
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
政
治
学
の
歴
史
に
お
い
て
、

少
数
の
エ
リ
ー
ト
が
支
配
す
る
貴
族
政
な
ど
の
概
念
と
対
比
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
シ
ュ
ン
。
へ

l
タ

l
の
民
主
主
義
の
定
義
に
は
、
誰
が
支
配
者

で
あ
る
の
か
を
示
す
表
現
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

一
人
の
君
主
が
統
治
す
る
王
政
や
、

こ
こ
に
は
、
現
代
の
民
主
主
義
の
仕
組
み
に
対
す
る
冷
徹
な
見
方
が
表
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
D

そ
の
民
主
主
義
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
都
市
国
家
が
採
用
し
て
い

た
よ
う
な
直
接
民
主
主
義
で
は
な
く
、
代
議
制
民
主
主
義
で
あ
る
。
有
権
者
は
、
国
会
議
員
や
大
統
領
を
選
ぶ
時
以
外
に
、
自
ら
の
意
見
を
表
明
し
、
意
思
決
定
に
関
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わ
る
機
会
は
基
本
的
に
な
い
。
実
際
に
支
配
を
し
て
い
る
の
は
、
政
治
家
で
あ
っ
て
、
市
民
で
は
な
い
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
時
代
に
は
世
論
調
査
が
技
術
的
に
確
立
し
て

お
ら
ず
、
選
挙
の
時
点
を
除
け
ば
、
政
治
家
が
自
ら
の
政
策
に
つ
い
て
有
権
者
の
賛
否
を
具
体
的
な
数
字
で
知
る
方
法
が
存
在
し
な
か
っ
た
口
つ
ま
り
、
一
見
す
る
と

似
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
直
接
民
主
主
義
と
代
議
制
民
主
主
義
は
、
実
は
全
く
異
な
る
作
動
原
理
に
基
づ
い
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
と
い
っ
た
「
民
主
主
義

⑥

I
l
l
1
1
1
l
l
i
-
-

国
」
に
シ
ュ
ン
。
へ

l
タ
ー
が
見
出
し
た
の
は
、
「
人
民
の
支
配
」
で
は
な
く
、
選
挙
を
通
じ
た
「
エ
リ
ー
ト
の
競
争
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
ジ
ェ
ン
ダ

l
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
疑
問
も
浮
か
ぶ
。
人
口
の
半
分
に
参
政
権
を
認
め
な
い
国
の
政
治
体
制
が
、
な
ぜ
民
主
主
義
と
呼
ぶ
に
値
す
る
の
か
。

シ
ュ
ン
。
へ

l
タ
!
は
、
民
主
主
義
の
固
と
呼
ば
れ
る
ア
メ
リ
カ
で
行
わ
れ
て
い
る
政
治
の
仕
組
み
に
合
わ
せ
て
、
民
主
主
義
を
定
義
し
直
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で

は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
黒
を
白
と
言
い
換
え
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
。
む
し
ろ
、
ア
メ
リ
カ
は
民
主
主
義
国
と
呼
ぶ
に
は
値
し
な
い
と
言
い
切
っ
て
し
ま
っ
た
方
が
、

民
主
主
義
を
定
義
す
る
上
で
は
価
値
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

前
田
健
太
郎
著

『
女
性
の
い
な
い
民
主
主
義
』
(
岩
波
書
底
、
二

O
一
九
年
)
よ
り
一
部
改
変

間

傍
線
部
③
「
な
ぜ
、
女
性
が
排
除
さ
れ
た
政
治
体
制
が
、
民
主
主
義
と
呼
ば
れ
て
き
た
の
か
」
に
関
し
て
、
筆
者
は
ど
の
よ
う
な
理
由
を
あ
げ
て
い
る
か
。
文

中
の
言
葉
を
用
い
、

一
二
五
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

問

傍
線
部
⑥
「
エ
リ
ー
ト
の
競
争
」
が
ど
の
よ
う
な
意
味
か
を
ふ
ま
え
、

シ
ュ
ン
ベ
ー
タ
!
の
民
主
主
義
の
特
徴
を
二

O
O字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
D

問

筆
者
の
「
女
性
の
い
な
い
民
主
主
義
」

の
議
論
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
「

O
O
の
い
な
い
民
主
主
義
」
に
相
当
す
る
具
体
的
な
例
を
あ
げ
、
あ
な
た
の
考
え
を
五

0
0字
以
内
で
論
じ
な
さ
い
口
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